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介護อݥのར用手ଓき

介護อ੍ݥ度について
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地域支援事業
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●運動器の機能向上
●栄養改善

●認知症予防・支援
●うつ予防・支援　　●その他
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コンϐュータにΑる1࣍൑定

介護ೝ定৹ࠪձにΑる2࣍൑定

申請手続きは本人、家族の他、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、
地域包括支援センター等に代行してもらう事ができます。

基本調査と特記事項（基本調査には盛り込めなく、調査員が特に重要
と思った事項）により利用者の心身の状態を調査します。

1次判定、特記事項、主治医の意見をもとに、介護にかかる時間や
状態の維持改善する可能性を考慮し判断します。

Ҏ্ͷํ࠽��
（第1号被保険者）

�0ʙ࠽��ͷ （ํ第2号被保険者）

要支援・要介護状態の人。
医療保険に加入している方で、特定疾病（下記参照）により
要支援・要介護状態の方。

●筋萎縮性側索硬化症（ALS）　
●後縦靱帯骨化症　
●骨折を伴う骨粗鬆症
●初老期における認知症（アルツハイマー病、脳血管性認知症等）　

●がん末期　
●脊髄小脳変性症　
●脳血管疾患

●パーキンソン病　
●多系統萎縮症
●閉塞性動脈硬化症　

●関節リウマチ　
●早老症　
●脊柱管狭窄症　
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ཁࢧԉ1 ཁࢧԉ2 ཁհ1ޢ ཁհ2ޢ ཁհ3ޢ ཁհ4ޢ ཁհ5ޢ
日常生活で支援
が必要な方

部分的介護を要す
る状態で改善する
可能性が高い方

部分的介護を
要する状態

軽度の介護を
要する状態

中程度の介護
を要する状態

重度の介護を
要する状態

最重度の介護
を要する状態
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地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行
い、要支援状態の改善や重度化の予防のためのプラン
を作成します。※地域包括支援センターより委託を受けて、
居宅介護支援事業者が作成する場合があります。

自宅で居宅サービスを受ける場合、居宅介護支援事業者のケアマネジャ
ーが利用者ごとにアセスメントを行いケアプランを作成、サービスを手
配します。ケアプランの作成費用は、全額介護保険でまかなわれるため、
料金はかかりません。
※施設サービスを利用する場合は各施設に直接申し込みます。

๚໰αʔϏε
●訪問介護（ホームヘルプサービス）
●訪問入浴介護
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●居宅療養管理指導

௨ॴαʔϏε
●通所介護（デイサービス）
●通所リハビリテーション（デイケア）

୹ظೖॴαʔϏε
●短期入所生活介護
●短期入所療養介護

ͦͷଞ
●特定施設入居者生活介護
●特定福祉用具購入
●福祉用具貸与
●住宅改修費の支給
●居宅介護支援

居宅サービス

施設サービス 地域密着型サービス
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●介護予防訪問介護
　（ホームヘルプサービス）
●介護予防訪問入浴介護
●介護予防訪問看護
●介護予防訪問リハビリテーション
●介護予防居宅療養管理指導

௨ॴαʔϏε※
●介護予防通所介護（デイサービス）
●介護予防通所リハビリテーション（デイケア）

●介護予防認知症対応型通所介護
●介護予防小規模多機能型居宅介護
●介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
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୹ظೖॴαʔϏε
●介護予防短期入所生活介護
●介護予防短期入所療養介護

ͦͷଞ
●介護予防特定施設入居者
　生活介護
●特定介護予防福祉用具購入
●介護予防住宅改修費の支給
●介護予防支援
●介護予防福祉用具貸与

居宅サービス

地域密着型サービス ●介護老人福祉施設
●介護老人保健施設
●介護療養型医療施設

●夜間対応型訪問介護
●認知症対応型共同生活介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。

˞ごར用できるサーϏスの内容にؔして、ࢢொଜごとにҟなる場߹が͋ります。

●糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症　
●慢性閉塞性肺疾患（肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎等）

地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、生活機能
の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。

調査票および医師の意見書の一部をコンピュータにより判定します。

ࣗ�ཱ ಛఆऀྸߴ
介護や支援が必要となるおそれのある方

自立した生活が
送れる全ての
高齢者

●口腔機能の向上
●閉じこもり予防・支援

հޢอݥͷサーϏスΛड͚ΒΕΔ ʦํඃอݥ者ʧ

支給限度額は保険者・サービスによって異なりますが、おおよそ下記のようになります。
支給限度額の1割、2割または3割分がご利用者の自己負担分です。

※1単位は10～11.40円で保険者・サービスによって異なります。　※利用者自己負担額は支給額の1割、2割または3割となります。　
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サーϏスར用ֹͷ্ݶ͸ʁ

৹ࠪ݁ՌにΑり、ҎԼのいͣれかのঢ়ଶ۠෼にೝ定されます
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͋なͨͷ
ʮ೥ۚऩೖɹ ͦͷଞͷ߹ܭॴಘʯ͸
340ສԁҎ্Ͱ͢ ʁ͔

͋なͨͷ߹ܭॴಘֹۚ͸
220ສԁҎ্Ͱ͢ ʁ͔

͋なͨͷ߹ܭॴಘֹۚ͸
160ສԁҎ্Ͱ͢ ʁ͔
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あなたの合計ॴಘֹۚに応じて
Ҏ下のෛ୲ׂ合になります

合計ॴಘֹۚ ׂ合
160ສ円ະຬ

（೥ۚ収入280ສ円ະຬに相౰）
160ສ円Ҏ্

（೥ۚ収入280ສ円Ҏ上に相౰）
220ສ円Ҏ্

（೥ۚ収入344ສ円Ҏ上に相౰）
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